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○熊本市財産規則（抜粋） 

昭和 39 年 10 月 30 日 

規則第 52 号 

目次 

第 1 章 総則(第 1 条・第 2 条) 

第 2 章 公有財産 

第 1 節 通則(第 3 条～第 6 条) 

第 2 節 取得(第 7 条～第 11 条) 

第 3 節 管理(第 12 条～第 26 条の 2) 

第 4 節 処分(第 27 条～第 30 条の 2) 

第 5 節 台帳及び報告等(第 31 条～第 35 条) 

第 3 章 物品(第 36 条・第 37 条) 

第 4 章 債権(第 38 条～第 45 条) 

第 5 章 基金(第 46 条・第 47 条) 

第 6 章 補則(第 47 条の 2～第 49 条) 

附則 

第 1 章 総則 

(趣旨) 

第 1 条 本市の財産の取得、管理及び処分については、別に定めが

あるものを除くほか、この規則の定めるところによる。 

(定義) 

第 2 条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 

(1) 課 熊本市事務分掌規則(平成 8 年規則第 38 号)に定める課、熊

本市会計管理者の補助組織設置規則(昭和 39 年規則第 4 号)に定める

会計室、熊本市予算決算規則(昭和 39 年規則第 28 号)第 2 条第 3 号

に定めるかい等、消防局、教育委員会事務局、人事委員会事務局、

選挙管理委員会事務局、監査事務局、農業委員会事務局、固定資産

評価審査委員会並びに議会事務局をいう。 

(2) 課長 前号に規定する課の長をいう。 

(3) 所管換え 市長、公営企業の管理者(管理者の権限を行う市長を

含む。)及び教育委員会の間又は異なる会計の間において、公有財産

の所管を移すことをいう。 

(4) 所属替え 同一所管内に 2 つ以上の課がある場合に、1 つの課の

所属に属する公有財産を他の課の所属に移すことをいう。 
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(昭 40 規則 4・昭 46 規則 51・平 8 規則 42・平 14 規則 83・平 19 規

則 33・平 20 規則 9・一部改正) 

第 2 章 公有財産 

第 1 節 通則 

(公有財産の総括) 

第 3 条 財務部長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期す

るため、公有財産に関する事務を統一し、その増減、現在高及び現

況を明らかにし、並びにその取得、管理及び処分について必要な調

整を行うものとする。 

2 財務部長は、公有財産の効率的運用を図るため、必要があると認め

るときは、関係課長に対し、公有財産に関する資料若しくは報告を

求め、実地について、調査し、又はその結果に基づいて必要な処置

を求めることができる。 

(平 8 規則 42・平 14 規則 83・一部改正) 

(財産管理主任) 

第 3 条の 2 課長は、その管理に属する公有財産に関する事務を担当

する職員(以下「財産管理主任」という。)を指定するものとする。 

2 課長は、財産管理主任を指定し、変更し、又は廃止したときは、速

やかに管財課長に通知しなければならない。 

(昭 41 規則 41・追加、平 14 規則 83・一部改正) 

(財産会計員) 

第 3 条の 3 会計管理者の所管に属する財産(物品及び債権を除く。)

に関する事務を補助するため、財務部管財課(以下「管財課」という。)

に財産会計員を置く。 

(昭 41 規則 41・追加、平 8 規則 42・平 19 規則 33・一部改正) 

(価額の評定) 

第 4 条 公有財産の取得、貸付け若しくは使用の許可、交換又は売

払い等をする場合における価格、貸付料又は使用料等の額は、別に

定めがある場合を除き、熊本市市有財産審議会又は熊本市公共用地

等評価委員会に諮って評定するものとする。 

(平 14 規則 72・平 14 規則 83・平 15 規則 79・一部改正) 

(公有財産の所属) 

第 5 条 行政財産は、当該行政財産に係る事務又は事業を所掌する

課に所属させるものとする。 
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2 普通財産は、管財課に所属させるものとする。ただし、他の課に所

属させることが適当であると認められるものについては、当該課に

所属させるものとする。 

(平 8 規則 42・一部改正) 

(会計間の所管換え等) 

第 6 条 公有財産を他の会計へ所管換えをし、又は他の会計の使用

に供する場合は、有償として整理するものとする。ただし、市長が

特に認めるときは、無償として整理することができる。 

第 2 節 取得 

(取得の機関) 

第 7 条 公有財産は、当該公有財産の所属すべき課の課長が取得す

る。ただし、次の各号に掲げるものは、管財課長が取得する。 

(1) 所属すべき課が明らかでないもの。 

(2) その他市長が特に認めるもの。 

(取得前の処置) 

第 8 条 課長は、公有財産を取得しようとするときは、その財産に

ついて必要な調査をしなければならない。 

2 前項の場合において、当該財産に関する地上権、抵当権、借地権、

質権その他の権利の設定又は特殊の義務の負担(以下「権利等」とい

う。)があるときは、あらかじめ、これ等を消滅させる等の処置をし

なければならない。 

(立会い検査等) 

第 9 条 課長は、その所属の公有財産となるべき財産の引渡しを受

けようとするときは、立会い検査又は検収をしなければならない。 

(取得財産の登記及び登録) 

第 10 条 登記又は登録をすべき財産を取得したときは、遅滞なく登

記又は登録をしなければならない。 

(代金の支払い) 

第 11 条 登記又は登録をすべき財産を取得したときは、登記又は登

録の完了後、その他の財産を取得したときは、引渡しを受けた後で

なければ代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、前金

払いでなければ取得し難いときその他市長が特に認めるときは、こ

の限りでない。 

(平 14 規則 83・一部改正) 

第 3 節 管理 

(管財課長との協議) 
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第 12 条 課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、管財課長

に協議しなければならない。 

(1) 財産を取得し、借り受け、又は処分しようとするとき。 

(2) 公有財産の所管換え又は所属替えをしようとするとき。 

(3) 公の施設を設置し、又は廃止しようとするとき。 

(4) 公有財産の用途を変更し、又は用途を廃止しようとするとき。 

(5) 公有財産を貸し付け、又はその使用を許可しようとするとき。 

(6) 土地の境界を確定しようとするとき。 

(7) その他公有財産の管理で異例に属するとき。 

(平 19 規則 78・一部改正) 

(行政財産の管理の機関) 

第 13 条 課長は、その所属の行政財産を管理しなければならない。 

2 2 以上の課において使用する行政財産は、財務部長が指定する課長

が管理するものとする。 

(平 8 規則 42・一部改正) 

(普通財産の管理の機関) 

第 14 条 管財課長は、普通財産を管理しなければならない。ただし、

課の所掌事務又は事業と関連して使用するもの又は処分の予定され

るもので、当該財産が所属した課で処分することとなるものについ

ては、当該課長が管理するものとする。 

(用途廃止に伴う引継ぎ) 

第 15 条 行政財産の用途を廃止した場合においては、前条ただし書

に規定する場合を除き、課長は、関係書類及び図面を添えて引継書

により管財課長に当該財産を引き継がなければならない。 

(所属替えに伴う引継ぎ) 

第 16 条 課長は、公有財産の所属替えをするときは、関係書類及び

図面を添えて引継書により当該公有財産が所属すべき課の課長に引

き継がなければならない。 

(滅失き損の報告) 

第 17 条 課長は、天災その他の事故により公有財産が滅失し、又は

き損したときは、直ちに管財課長を経て市長に報告しなければなら

ない。 

(境界確定) 

第 18 条 課長は、その所属の土地の境界が明らかでないときは、関

係人の立会いを求めて境界を確定しなければならない。 
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2 前項の境界確定をしたときは、境界確定書を作成し、境界標を埋設

し、かつ、図面に境界標の標点を明示しなければならない。 

(行政財産の使用許可) 

第 19 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。)

第 238 条の 4 第 7 項の規定による行政財産の使用許可をしようとす

るときは、行政財産使用許可申請書を提出させるものとする。 

2 前項の許可をする場合は、行政財産使用許可書を交付するものとす

る。 

(平 16 規則 11・平 19 規則 78・一部改正) 

(普通財産の貸付手続及び貸付期間) 

第 20 条 普通財産の貸付けは、普通財産借受申請書による申請によ

り行うものとする。 

2 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。 

(1) 土地及び土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合は、30

年 

(2) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、3 年 

3 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、

更新のときから同項の期間を超えることができない。 

(平 14 規則 83・一部改正) 

(貸付料) 

第 21 条 普通財産の貸付料は、適正な価額でなければならない。 

2 前項の貸付料は貸付期間が 1 年に満たないものについては、月割に

よるものとし、1 月に満たないものについては、日割とする。 

(貸付料の納付期限等) 

第 22 条 普通財産の貸付料は、契約により定めた日までに納付させ

なければならない。 

2 借受人が前項の期日までに貸付料を納付しないときは、期日の翌日

からこれを納付した日までの期間に応じて年利 10.95 パーセントの

割合で遅延利息を徴収するものとする。ただし、その金額が 100 円

未満である場合においては、この限りでない。 

3 前項の遅延利息は、借受人が貸付料を期日までに納付することがで

きないことについて正当な理由があると認められるときは、その全

部又は一部を免除することができる。 

(平 14 規則 83・一部改正) 

(連帯保証人及び担保) 
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第 23 条 普通財産を貸し付ける場合において、必要と認めるときは、

連帯保証人の保証又は担保の提供を求めることができる。 

(用途指定の貸付け) 

第 24 条 普通財産を貸し付ける場合において、当該財産を一定の用

途に供すべき目的があるときは、その用途並びにその用途に供しな

ければならない期日及び期間を指定しなければならない。 

2 前項の指定をして普通財産を貸し付けた場合において、借受人が契

約を履行しないときは、期限を定めて履行を請求し、又は契約を解

除しなければならない。 

(転貸等の禁止) 

第 25 条 普通財産を貸し付ける場合においては、市長が特に認める

場合を除くほか、借受物件の転貸又は権利の譲渡を禁止するものと

する。 

(貸付け以外の方法による使用) 

第 26 条 第 20 条から第 23 条まで及び前条の規定は、貸付け以外の

方法により普通財産を使用させる場合に準用する。 

(行政財産の貸付手続及び貸付期間) 

第 26 条の 2 第 20 条(第 2 項及び第 3 項を除く。)及び第 21 条から

第 25 条までの規定は、行政財産を貸し付けることができる場合に準

用する。 

2 行政財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。 

(1) 土地及び土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合は、30

年 

(2) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法

律(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI 法」という。)第 11 条の 2

第 6 項又は第 11 条の 3 第 5 項、第 7 項若しくは第 8 項の規定により

建物その他の物件を貸し付ける場合であって、当該特定事業(PFI 法

第 2 条第 2 項に規定する特定事業をいう。以下同じ。)の事業に係る

期間に貸し付ける場合は、当該貸付けの日から当該特定事業の終了

の日までの期間 

(3) 前号に規定する場合を除き、建物その他の物件を貸し付ける場合

は、3 年 

3 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、

更新のときから次に掲げる期間を超えることができない。 

(1) 土地及び土地の定着物(建物を除く。)を貸し付ける場合は、30

年 
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(2) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、3 年 

(平 18 規則 19・追加) 

第 4 節 処分 

(普通財産の処分の機関) 

第 27 条 普通財産の処分は、管財課長が行わなければならない。た

だし、次の各号に掲げる普通財産については、当該財産が所属した

課の課長が行うものとする。 

(1) 権利等が設定されているもの。 

(2) 事務事業と密接に関連し、かつ、急施を要するもの。 

(3) 零細なもの。 

(4) 寄附を受けたものを当該寄附者(その包括承継人を含む。)に譲与

し、又は譲渡するもの。 

(5) その他市長が特に認めるもの。 

(平 14 規則 83・一部改正) 

(売払代金等の延納の特約) 

第 28 条 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「令」と

いう。)第 169 条の 4 第 2 項の規定により、普通財産の売払代金又は

交換差金の延納の特約をする場合における担保の種類は、次のとお

りとする。 

(1) 土地 

(2) 建物 

(3) 国債、地方債その他市長が確実と認める有価証券 

2 前項の場合において、第 1 号及び第 2 号に掲げるものについては抵

当権を、第 3 号に掲げるものについては質権を設定させるものとす

る。 

3 普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合の利息

は、年 6 分の利率によって計算した額とする。ただし、売払代金に

係る利息については、市長が特別の理由があると認めるときは、そ

の全部又は一部を免除することができる。 

(平 14 規則 72・一部改正) 

(処分財産の登記及び登録) 

第 29 条 普通財産を売払い、又は交換した場合における当該財産の

登記又は登録は、売払代金又は交換差金完納後でなければすること

ができない。ただし、延納の特約をしたときその他市長が特に認め

る場合は、この限りでない。 

2 前項の登記又は登録に必要な費用は、財産譲受人の負担とする。 
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(用途指定の処分等) 

第 30 条 第 21 条第 1 項及び第 22 条の規定は、普通財産を処分する

場合に準用する。 

(平 6 規則 10・一部改正) 

(用途期間の指定) 

第 30 条の 2 一定の用途に供される目的で普通財産を売り払い、又

は譲渡する場合において、市長が必要と認めるときは、その用途及

びその用途に供しなければならない期日又は期間を指定しなければ

ならない。 

2 前項の場合において、市長の承認を受けないで、指定された期日を

経過してもなおこれをその用途に供せず、又はその用途に供した後

指定された期間内に用途を廃止したときは、その契約を解除し、又

は違約金を徴する旨の条件を付するものとする。 

(平 6 規則 10・追加) 

第 5 節 台帳及び報告等 

(財産台帳) 

第 31 条 公有財産台帳(以下「財産台帳」という。)は、正副 2 部と

し、正本は管財課長が、副本は公有財産が所属する課の課長が保管

する。 

2 財産台帳に記載すべき公有財産の区分、種目及び数量の単位は、別

に定める。 

3 課長は、その所属の公有財産に増減その他の異動があった場合は、

そのつど、遅滞なく、根拠書類によって財産台帳を整理し、管財課

長に通知しなければならない。 

(平 14 規則 72・一部改正) 

(附属図面) 

第 32 条 財産台帳には、当該財産台帳に記載される土地及び建物に

関する図面を附属させておくものとする。 

2 前条第 3 項に規定する場合には、図面を修正し、かつ、異動の前後

の関係を明らかにしておくものとする。 

(台帳価格) 

第 33 条 公有財産を新たに財産台帳に登載する場合の価格は、取得

価格とする。 

2 前項の規定により難いものについては、次に掲げる区分により定め

るものとする。 
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(1) 交換又は無償取得したもので評定価格のあるものについては、評

定価格 

(2) 法第 238 条第 1 項第 6 号に掲げるものについては、株式にあって

は 1 株の金額又は発行価額その他のものにあっては額面金額(割引の

あるものについては、発行価格) 

(3) 出資による権利については、出資金額 

(4) 前各号に該当しないものについては、見積価格 

(平 14 規則 72・平 14 規則 83・一部改正) 

(台帳価格の改定) 

第 34 条 台帳価格は、3 年ごとに財務部長が定める基準に従って行

う評価替えに基づいて改定しなければならない。 

(平 8 規則 42・平 14 規則 72・平 14 規則 83・一部改正) 

(定期報告) 

第 35 条 課長は、その所属の公有財産について、毎年 9 月末日及び

3 月末日における現在高報告書を作成し、管財課長に通知しなければ

ならない。 

2 管財課長は、前項の通知に基づき、公有財産現在高報告書を作成し、

財務部長を経て会計管理者に提出し、市長にその状況を報告しなけ

ればならない。 

(平 8 規則 42・平 19 規則 33・一部改正) 

第 3 章 物品 

(物品の貸付け等) 

第 36 条 第 21 条から第 25 条までの規定は、物品を貸し付け、交換

し、売払い又は譲与する場合に準用する。 

(別の規則の適用) 

第 37 条 前条に定めるもののほか、物品の取扱いに関し必要な事項

は、別に定める。 

第 4 章 債権 

(債権の管理) 

第 38 条 財務部長は、債権に関する事務を総括する。 

2 課長は、当該課の所掌事務又は事業に係る債権(以下「所管の債権」

という。)を管理する。 

(平 8 規則 42・一部改正) 

(督促) 

第 39 条 令第 171 条の規定による督促は、履行期限後 20 日以内に

督促状を送付して行うものとする。 
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(平 14 規則 83・一部改正) 

(債権の申出) 

第 40 条 課長は、所管の債権について、次に掲げることを知った場

合は、令第 171 条の 4 第 1 項の処置をとるものとする。 

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。 

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。 

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。 

(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。 

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行の手続の開始があった

こと。 

(6) 債務者である法人が解散したこと。 

(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定

承認したこと。 

(8) 第 4 号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産につい

て清算が開始したこと。 

(平 14 規則 72・平 14 規則 83・平 17 規則 15・一部改正) 

(債権の保全) 

第 41 条 課長は、その所管の債権を保全するため必要があると認め

るときは、次に掲げる処置をとるものとする。 

(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め又は必要

に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求め

ること。 

(2) 裁判所に対し、仮差押え又は仮処分の手続をとることを求めるこ

と。 

(3) 市が債権者として、債務者に属する権利を行うことができるとき

は、債務者に代位して当該権利を行うこと。 

(4) 時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中

断するための処置をとること。 

2 課長は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権設

定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要

件を備えるため必要な処置をとらなければならない。 

(平 14 規則 72・平 14 規則 83・一部改正) 

(徴収停止等) 

第 42 条 課長は、その所管の債権について、令第 171 条の 5 に規定

する処置をとる場合は、同条各号のいずれかに該当する理由、債務
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者の事業又は資産の状況、債務者の所在その他必要な事項を記載し

た書類を市長に提出してその決裁をうけなければならない。 

2 課長は、前項の処置をとった後、当該処置に係る債権が令第 171 条

の 5 各号のいずれにも該当しなくなったときは、直ちに、その処置

をとりやめるものとする。 

(平 14 規則 72・平 19 規則 78・一部改正) 

(履行延期の特約等) 

第 43 条 令第 171 条の 6 の規定による履行延期の特約等は、債務者

からの履行延期申請書による申請により行うものとする。 

2 課長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、その内容を審

査し、令第 171 条の 6 第 1 項各号のいずれかに該当し、かつ、履行

延期の特約等をすることが債権管理上必要であると認めるときは、

その理由を記載した書類に当該申請書その他必要な書類を添え、市

長に提出してその決裁を受けなければならない。 

3 前項の場合において申請書の内容を確認するため必要があるとき

は、債務者又は保証人に対し、その承諾を得てその業務又は資産の

状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考と

なるべき報告若しくは資料の提出を求める等必要な調査を行うもの

とする。 

4 課長は、第 1 項の規定により履行延期の特約等をする場合には、延

長する履行期限は、5 年以内とし、かつ、次の各号に掲げる事項を内

容とする条件を付するものとする。ただし、その必要がないと認め

るときは、この限りでない。 

(1) 担保の提供又は保証人の保証に関すること。 

(2) 利息に関すること。 

(3) 債務者の資力の状況その他の事情の変化のあった場合における

当該延長に係る期限の繰上げに関すること。 

5 課長は、履行延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書を作

成して債務者に送付するものとする。 

6 履行延期の特約等を解除し、又は取り消したときは、履行延期解除

(取消)通知書を債務者に送付するものとする。 

(平 14 規則 72・平 14 規則 83・平 19 規則 78・一部改正) 

(免除) 

第 44 条 令第 171 条の 7 第 1 項又は第 2 項の規定による債権及びこ

れに係る損害賠償金等の免除は、債務者からの債務免除申請書によ

り行うものとする。 
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2 課長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、令第 171 条の

7 第 1 項又は第 2 項の規定に該当し、かつ、免除すべきであると認め

るときは、その理由を記載した書類に当該申請書その他必要な書類

を添えて市長の決裁を受けなければならない。 

3 課長は、債権の免除をする場合は、免除する金額、免除の日付及び

令第 171 条の 7 第 2 項に規定する債権にあっては、同項後段に規定

する条件を明らかにした債務免除通知書を債務者に送付するものと

する。 

(平 14 規則 72・平 14 規則 83・一部改正) 

(定期報告) 

第 45 条 課長は、その所管の債権について、毎年度末における債権

現在高報告書を作成し、財務部長を経て会計管理者に提出しなけれ

ばならない。 

(平 8 規則 42・平 19 規則 33・一部改正) 

第 5 章 基金 

(基金の管理) 

第 46 条 第 38 条の規定は、基金の管理について準用する。 

(定期報告) 

第 47 条 課長は、その所管の基金について、毎年 9 月末日及び 3 月

末日における基金現在高報告書を作成し、財務部長を経て会計管理

者に提出しなければならない。 

(平 8 規則 42・平 19 規則 33・一部改正) 

第 6 章 補則 

(適用除外) 

第 47 条の 2 下水道事業については、第 3 条、第 3 条の 2、第 5 条

第 2 項、第 12 条、第 14 条、第 15 条、第 17 条、第 27 条、第 31 条

から第 35 条まで、第 38 条第 1 項、第 45 条及び第 47 条の規定は、

適用しない。 

(平 18 規則 19・追加) 

(様式) 

第 48 条 この規則の施行について必要な帳簿及び書類の様式は、別

記のとおりとする。 

(規定外の事項及び実施の細目) 

第 49 条 この規則に定めのない事項又はこの規則の施行に関し必要

な事項は、市長が別に定める。 

附 則 ≪以下省略≫ 
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